
福井県「次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」

福井県のビジョンを次ページ以降に公開します。

福井県内で「第 1 の事業」として補助金交付申請を行う場合は、下

記フローに従って、処理を進めて下さい。

【福井県のビジョン確認フロー】

①ビジョンの要件を満たしていることの確認依頼≪申請者→福井県≫

②当該申請がビジョンの要件を満たしていることの確認 ≪福井県≫

③確認書の作成 ≪福井県≫

④「要件を満たしていること」もしくは「要件を満たしていないこと」の連絡・

確認書の交付 ≪福井県→申請者≫

⑤申請 ≪申請者→センター≫

・申請者は、申請書に自治体等から付与された管理ナンバーを記入、交付され

た確認書を添付の上、申請書類一式をセンターへ送付してください。（申請書

に自治体の承認印、サインは必要ありません）

⑥申請受付 ≪センター≫

上記フローは、福井県での確認フローとなります。自治体等によっ

ては異なったフローを採用している場合がありますのでご注意くだ

さい。

一般社団法人次世代自動車振興センター

福井県へのお問い合わせ窓口は以下となります。

担当部署名：安全環境部 環境政策課
電 話 番 号：0776-20-0302
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福井県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン 

 

 

 

１ ビジョン策定の趣旨 

 

本ビジョンは、経済産業省「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」を活用

して県内に次世代自動車の充電器（急速充電器又は普通充電器）が効果的に設置

されるよう、設置者となる市町や民間事業者、県民の方々に本県の考え方等を示

すものである。 

  

本ビジョンを策定することにより、「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」

補助金の積極的な活用を促し、充電インフラの整備を加速させることにより、「電

欠なき福井」を実現することを目的とする。 

 

 なお、今後の充電インフラ整備状況や次世代自動車の普及状況等を踏まえ、必

要に応じて適宜見直すこととする。 

 

 

２ 県内の一般開放充電器の設置数（平成２５年６月末時点） 

 

 ○ 急速充電器 １９基 

 

○ 普通充電器 ７４基 
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３ 本ビジョンにおける充電器整備の基本的な考え方 

 

電欠なき福井を実現するために、まず、主要道路沿いの交通量に応じて設置 

箇所数を定める。また、事業者等が自らの顧客に向けたサービスの一環として 

円滑に設置できるよう、広域的に設置箇所数を定める。 

 

（１）交通量の多い主要道路（国道・主要地方道）沿いの立寄施設や道の駅への

導入を推進する 

（２）来客数の多い小売店舗や滞在時間の長い宿泊施設、遠方からの来場者数の

多い観光地等への導入を推進する 

 

 

４ 本ビジョンの対象とする充電器の設置場所の考え方 

 

（１）－１ 交通量の多い主要道路沿いへの設置（１００箇所） 

 国道・主要地方道の各路線のうち、24時間の小型車交通量が 2,500台を超

える区間※を設置対象とし、以下の基準に基づき、「区間ごとの設置箇所数」

を算定。この「区間ごとの設置箇所数」を「路線」ごとに足し合わせた値を

「路線ごとの設置箇所数」とする。（ただし、１未満の値は切上げ） 

  （平成 22年度 道路交通センサス調査結果による） 
 

    《区間ごとの標準設置箇所数》 

交通量（小型車・24時間） 標準設置箇所数（20km毎） 

2,500台以上 ～ 5,000台未満 １箇所 

5,000台以上 ～ 10,000台未満 ２箇所 

10,000台以上 ～ 20,000台未満 ３箇所 

20,000台以上 ～  ４箇所 

 なお、「主要道路沿いの立寄施設」には、対象となる道路から敷地までの距

離が概ね 300ｍ以内であって、容易にアクセスが可能な施設を含むこととする。 

 

【想定する立寄施設の例】 

 ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、量販

店、その他商業施設 など 

 

（１）－２ 道の駅への設置（１２箇所） 

 道の駅（整備事業中のものを含み、既にＥＶ充電器が設置されているもの

を除く）を設置対象とする。 

 

 

 



 3 

（２） 広域的な設置（市町単位での設置）（２４０箇所） 

 小売店舗数、宿泊施設数、観光地の年間入込客数に基づき、市町毎に設置

箇所数を算定する。 

市町毎の設置箇所数 

＝（①小売店舗数に基づく箇所数）＋（②宿泊施設数に基づく箇所数） 

＋（③観光地の年間入込客数に基づく箇所数） 

 

①小売店舗数に基づく箇所数：１００店舗ごとに１箇所 

②宿泊施設数に基づく箇所数：１０店舗ごとに１箇所 

③観光地の年間入込客数に基づく箇所数： 

年間入込客数 10万人以上の観光地であって、来場者の大半が遠方からで 

あると考えられるものを対象とし、以下の基準に基づいて算定した値を、 

観光地ごとの設置箇所数とする。 

《観光地ごとの標準設置箇所数》                     

観光地（年間入込客数） 標準設置箇所数 

10万人以上 ～ 30万人未満 １箇所 

30万人以上 ～ 50万人未満 ２箇所 

50万人以上 ～ 70万人未満 ３箇所 

70万人以上 ～  ４箇所 

（平成 24年経済センサス-活動調査、平成 25年 県観光営業部調査結果による） 

 

 

 

                    

（１）-1、（１）-2及び（２）の合計： ３５２箇所  
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５ ビジョンの対象となる設置場所のリスト 

 

（１）－１ 交通量の多い主要道路沿いへの設置 

 

番号 

道

路

種

別 

路線名 始点 終点 通過市町 
県内路

線延長

（km） 

設置

箇所

数 

R-1 国 一般国道８号 あわら市牛ノ谷 敦賀市新道 

あわら市、坂井

市、福井市、鯖江

市、越前市、南越

前町、敦賀市 

98.7 13 

R-2 国 一般国道２７号 敦賀市岡山町１丁目 高浜町六路谷 

敦賀市、美浜町、

若狭町、小浜市、

おおい町、高浜

町 

78.1 11 

R-3 国 一般国道１５７号 勝山市北谷町谷 大野市温見 勝山市、大野市 69.8 2 

R-4 国 一般国道１５８号 福井市御幸４丁目 大野市東市布 

福井市、永平寺

町、勝山市、大野

市 

99.0 6 

R-5 国 一般国道１６２号 
大飯郡おおい町名

田庄納田終 
敦賀市長沢 

おおい町、小浜

市、若狭町、美浜

町、敦賀市 

58.0 2 

R-6 国 一般国道３０３号 
三方上中郡若狭町

熊川 

福井県遠敷郡上中

町（三方上中郡若

狭町三宅） 

若狭町 5.7 1 

R-7 国 一般国道３０５号 あわら市吉崎 

福井県南条郡今庄

町（南条郡南越前

町湯尾） 

あわら市、坂井

市、福井市、越前

町、南越前町 

102.4 4 

R-8 国 一般国道３６４号 大野市９１字蛇塚 
坂井市丸岡町山竹

田 

大野市、永平寺

町、福井市、坂井

市 

27.5 1 

R-9 国 一般国道３６５号 あわら市吉崎 
南条郡南越前町板

取 

あわら市、坂井

市、福井市、越前

町、越前市、南越

前町 

50.0 5 

R-10 国 一般国道４１６号 福井市川尻町 勝山市野向町横倉 
福井市、永平寺

町、勝山市 
56.5 7 

R-11 国 一般国道４１７号 今立郡池田町田代 

福井県南条郡河野

村（南条郡南越前

町赤萩） 

池田町、鯖江市、

越前町、越前市、

南越前町 

53.4 3 

R-12 国 一般国道４７６号 大野市神明 敦賀市曙町 

大野市、福井市、

池田町、南越前

町、敦賀市 

64.9 1 

R-13 県 小浜綾部線 小浜市小浜鹿島 
大飯郡おおい町

川上 

小浜市、おおい

町 
16.1 1 

R-14 県 武生美山線 越前市新保１丁目 福井市朝谷町 
越前市、池田町、

福井市 
27.9 2 
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番号 

道

路

種

別 

路線名 始点 終点 通過市町 
県内路

線延長

（km） 

設置

箇所

数 

R-15 県 福井大森河野線 福井市佐野町 南条郡南越前町糠 

福井市、越前町、

越前市、南越前

町 

43.2 1 

R-16 県 福井加賀線 福井市渕上町 あわら市吉崎 
福井市、坂井市、

あわら市 
22.5 4 

R-17 県 福井四ヶ浦線 福井市中央３丁目 丹生郡越前町梅浦 福井市、越前町 27.5 2 

R-18 県 三国東尋坊芦原線 坂井市三国町中元 あわら市舟津 
坂井市、あわら

市 
11.6 1 

R-19 県 芦原丸岡線 あわら市温泉３丁目 
坂井市丸岡町朝陽

２丁目 

あわら市、坂井

市 
11.9 2 

R-20 県 丸岡川西線 坂井市丸岡町山口 福井市佐野町 坂井市、福井市 24.8 1 

R-21 県 小浜停車場線 小浜停車場 小浜市伏原 小浜市 1.2 1 

R-22 県 小浜港線 小浜港 小浜市伏原 小浜市 1.1 1 

R-23 県 勝山丸岡線 
勝山市平泉寺町大

渡 

坂井市丸岡町朝陽

１丁目 

勝山市、永平寺

町、坂井市 
25.8 3 

R-24 県 鯖江美山線 鯖江市長泉寺町 福井市田尻町 鯖江市、福井市 20.0 1 

R-25 県 武生米ノ線 越前市平林町 丹生郡越前町米ノ 越前市、越前町 23.2 1 

R-26 県 三国春江線 坂井市三国町山岸 
坂井市春江町西長

田 
坂井市 7.5 1 

R-27 県 舞鶴野原港高浜線 大飯郡高浜町上瀬 大飯郡高浜町青 高浜町 15.8 1 

R-28 県 上中田烏線 
三方上中郡若狭町

井ノ口 
小浜市田烏 若狭町、小浜市 11.8 1 

R-29 県 小浜上中線 小浜市一番町 
三方上中郡若狭町

下吉田 
小浜市、若狭町 10.8 2 

R-30 県 福井今立線 福井市荒木新保町 越前市粟田部町 
福井市、鯖江市、

越前市 
15.2 2 

R-31 県 大野勝山線 大野市月見町 勝山市平泉寺大渡 大野市、勝山市 19.5 1 

R-32 県 福井朝日武生線 福井市中央３丁目 越前市塚原町 
福井市、鯖江市、

越前町、越前市 
26.7 4 

R-33 県 福井金津線 福井市天池町 あわら市吉崎 
福井市、坂井市

あわら市、 
24.2 3 

R-34 県 福井丸岡線 福井市順化１丁目 坂井市丸岡町今福 福井市、坂井市 11.1 2 

R-35 県 篠尾勝山線 福井市篠尾町 勝山市荒土町伊波 福井市、勝山市 22.9 1 
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番号 

道

路

種

別 

路線名 始点 終点 通過市町 
県内路

線延長

（km） 

設置

箇所

数 

R-36 県 清水美山線 福井市大森町 福井市田尻町 福井市 18.5 1 

R-37 県 佐田竹波敦賀線 三方郡美浜町佐田 敦賀市白銀町 美浜町、敦賀市 19.3 2 

R-38 県 久坂中ノ畑小浜線 
大飯郡おおい町名

田庄久坂 
小浜市遠敷 

おおい町、小浜

市 
24.2 1 

R-39 県 丸岡インター線 坂井市丸岡町今福 
丸岡インター（坂

井市丸岡町小黒） 
坂井市 1.5 1 

計 100 

 

 

（１）－２ 道の駅への設置 

 

番号 所在市町 駅名 設置箇所数 備考 

S-1 大野市 九頭竜        1  

S-2 越前町 丹生ヶ丘  1  

S-3 南越前町 河野         1  

S-4 坂井市 みくに        1  

S-5 若狭町 若狭熊川宿      1  

S-6 坂井市 さかい        1  

S-7 おおい町 うみんぴあ大飯    1  

S-8 鯖江市 西山公園 1   

S-9 越前町 越前 1  

S-10 若狭町 三方五胡 1 H27. 3供用開始予定 

S-11 永平寺町 永平寺温泉 1 H27年度供用開始予定 

S-12 福井市 
一乗谷あさくら

水の駅 
1 H27.4供用開始予定 

計 12  
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（２） 広域的な設置（市町単位での設置） 

 

番号 所在市町 
設置箇所数 

小売店舗 宿泊施設 観光地 計 

Ｃ-1 福井市 25        10 8 43 

Ｃ-2 敦賀市 6 11 2 19 

Ｃ-3 小浜市 4 8 3 15 

Ｃ-4 大野市 4 3 5 12 

Ｃ-5 勝山市 3 2 10 15 

Ｃ-6 鯖江市 5 2 5 12 

Ｃ-7 あわら市 3 5 7 15 

Ｃ-8 越前市 8 2 2 12 

Ｃ-9 坂井市 7 6 11 24 

Ｃ-10 永平寺町 2 1 2 5 

Ｃ-11 池田町 1 1 0 2 

Ｃ-12 南越前町 1 3 1 5 

Ｃ-13 越前町 3 7 4 14 

Ｃ-14 美浜町 2 8 0 10 

Ｃ-15 高浜町 1 9 0 10 

Ｃ-16 おおい町 1 6 1 8 

Ｃ-17 若狭町 2 11 6 19 

計 78 95 67 240 

 


